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総 務 第 7 6 号

令 和 ４ 年 ３ 月 3 0 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県警察署協議会の運用について

青森県警察署協議会(以下｢協議会｣という。)は、これまで「青森県警察署協議会の

運用について」（平成29年３月10日付け青警本総第108号。以下「旧通達」という。）

に基づき運用しているところ、このたび、押印の廃止、様式の見直し等その他所要の

整理を行い、令和４年４月１日から下記のとおり運用することとしたので、事務処理

上誤りのないようにされたい。

なお、旧通達は廃止する。

記

１ 協議会設置の趣旨

協議会は、警察署長（以下「署長」という。）が、警察署の業務運営に民意を反

映させるため、その在り方について意見を聴くための機関である。

また、協議会は、署長が警察署の業務運営について住民等に説明し、理解と協力

を求める場ともなるものであり、署長は協議会の意見を尊重し、運営に当たるもの

である。

２ 協議会委員の身分

協議会委員（以下「委員」という。）は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第３条第３項第２号に規定する非常勤の特別職に属する地方公務員に当たり、特別

職の職員の給与に関する条例（昭和27年９月青森県条例第39号）及び特別職の職員

の旅費及び費用弁償に関する条例（昭和27年９月青森県条例第43号）が適用となり

報酬や旅費が支給される。

また、委員は、地方公務員災害補償法に基づく青森県議会議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年12月青森県条例39号）が適用となるも

のである。

３ 委員の委嘱及び解嘱

(1) 委員の委嘱

署長は、青森県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が委員を委嘱する

際の資料として、警察署協議会委員候補者推薦一覧表（別記様式１）及び警察署



協議会委員候補者推薦書（別記様式２）を作成し、本職を経て公安委員会へ推薦

すること。

なお、推薦に当たっては、国籍、年齢、職業等にとらわれず、管内の年齢別人

口比や男女比、居住地域等を勘案して、幅広い人選に努めること。

(2) 委員の解嘱

署長は、委員が青森県警察署協議会に関する規則（平成13年４月青森県公安委

員会規則第８号）第３条に規定する委員の委嘱要件を欠いたとき、又は病気等の

理由により辞退の申し出があったとき、あるいは、青森県警察署協議会条例（平

成13年３月青森県条例第４号）第２条第４項に規定する委員たるにふさわしくな

い非行があったときその他特別の理由があると認めたときは、速やかに警察署協

議会委員辞退等報告書（別記様式３）により本職を経て公安委員会へ報告するこ

と。

(3) 委員の欠員

署長は、前記(2)の場合において委員に欠員が生じたときは、後任となる委員

候補者を前記(1)により推薦すること。

(4) 委員改選時の推薦

委員の改選時期において委員候補者を推薦する場合も前記(1)により推薦する

こと。

４ 協議会の運営

(1) 会議の開催

ア 開催時期

概ね四半期に１回開催すること。

イ 開催日の調整

委員の都合によっては、休日又は平日の執務時間外の開催も検討すること。

ウ 開催回数

年度内で４回までとし、少なくとも３回は開催すること。

(2) 協議会運営上の留意事項

ア 協議会の庶務

協議会の庶務は、各警察署警務課又は警務会計課が担当すること。

イ 会議の招集通知

各委員への招集の通知は、庶務が会長名で行うこと。

ウ 会議資料の作成、配布等

会議に必要な資料は、原則として庶務が作成し、開催日の数日前に配布する

など、委員が事前に十分検討できる時間を確保すること。

なお、資料の作成、送付等に要する経費は、各警察署が負担すること。

エ 署長等の出席

会議への警察側出席者は、署長のほか、署長の指名する職員が出席すること

とし、通常業務に支障を来すことのないよう配意すること。

オ 議事録の作成、確認及び保管



会議開催の都度、警察署協議会議事録（別記様式４）（以下「議事録」とい

う。）を作成し、協議会会長の確認を得て庶務が保管すること。

なお、協議会会長に確認を得た際には、議事録の会長確認欄の□にチェック

を記載して、協議会会長が確認したことを明確にしておくこと。

(3) 協議会開催状況の公表等

ア 委員の氏名公表

委員は、地域における代表者として、署長に対し警察運営に対する要望、意

見を述べる立場にあることから、あらかじめ各委員の了解を得た上で氏名の公

表を行うこと。

イ 議事概要の公表

議事概要については、個人のプライバシーに関する部分を除き、協議会の了

解を得た上で、内容を検討し、速やかに警察署ホームページに公表すること。

なお、発言者氏名については、会議における自由な意見交換を考慮し、原則

非公表とするが、公表する場合は委員の了解を得ること。

ウ 会議の公開

会議は原則公開とするが、会議における自由な意見交換の確保を考慮の上、

協議会において公開の是非を決定すること。

５ 協議会代表者会議の開催

(1) 協議会代表者会議の開催

各協議会の運営について協議、情報交換等を行うため、年度内に１回各協議会

の会長又は代表者の出席による協議会代表者会議（以下「代表者会議」という。）

を開催する。

(2) 代表者会議の庶務

代表者会議に関する庶務は、警察本部警務部総務課（以下「総務課」という。）

において行う。

６ 協議会の開催結果等の報告

協議会の開催結果については、その都度、議事録の写しを総務課を経て本職へ速

やかに送付すること。

また、協議会の意見、要望等が業務運営に反映された好事例は、個別に報告する

こと。

７ その他留意事項

協議会の活性化に向け、地域に密着した業務に関する視察等の活動に留意すると

ともに、限られた回数での開催となることから、協議会設置の趣旨を理解し警察運

営における民意を反映する機関として十分に機能するよう配意すること。

担当 総務課公安委員会係



別記様式１
務 01 03 ３年

( 年３月末まで保存)

第 号
年 月 日

青森県公安委員会 殿

警 察 署 長

（ 公 印 省 略 ）

警察署協議会委員候補者推薦一覧表

推薦
氏 名 ふ り が な 年齢 性別 職 業

住 所
任期

順位 (市町村名)

１ 歳 期目

２ 歳 期目

３ 歳 期目

４ 歳 期目

５ 歳 期目

６ 歳 期目

７ 歳 期目

８ 歳 期目

９ 歳 期目

１０ 歳 期目

１１ 歳 期目

１２ 歳 期目

１３ 歳 期目

１４ 歳 期目

１５ 歳 期目

１６ 歳 期目

１７ 歳 期目

１８ 歳 期目

１９ 歳 期目

２０ 歳 期目

注１ 年齢欄：施行日時点での年齢を記載すること。

２ 任期欄：初めて推薦する場合は１期目、再任は２期目、再々任は３期目と記載すること。



別記様式２
務 01 03 ３年
( 年３月末まで保存)

警察署協議会委員候補者推薦書

生年月日ふりがな
年 月 日

( 歳)
氏 名

性 別 男 ・ 女

職 業 （勤務先名）

現 住 所 （郵便番号 － ）

（電話 － － ）

勤務その他の ※現住所が管轄区域外の場合に記載

活動の場 住 所

名称等

警察職員との 有（所属： 氏名： 関係： ）

親 族 関 係 無

推 薦 経 緯 自薦
他薦（ ）

表 彰 歴

現在の地域 有 ※有の場合は下へ具体的に記載
安全活動への 無
関与の有無

推 薦 理 由

注１ 表彰経歴：署長感謝状の表彰歴を記載すること。

２ 地域安全活動とは、防犯、交通団体並びに警察官友の会、交番・駐在所連絡協議会、民生
委員、町内会役員、消防団、保護司、ＰＴＡ役員等としての活動をいう。

３ 推薦理由には、推薦者の人柄も含め記載すること。



別記様式３
務 01 03 ３年
( 年３月末まで保存)

第 号
年 月 日

青森県公安委員会 殿

警 察 署 長
（ 公 印 省 略 ）

警察署協議会委員辞退等報告書

生年月日ふりがな
年 月 日

( 歳)
氏 名

性 別 男 ・ 女

現 住 所 （郵便番号 － ）

（電話 － － ）

辞 退 等
の 理 由

備 考

注１ 辞退等の理由については、具体的に理由を記載すること。



別記様式４

務 01 03 ３年

( 年３月末まで保存)

会長確認欄

□ 下記の内容を

確認しました

年度 第 回 ○○○警察署協議会議事録
開催日時 年 月 日( ) ： ～ ：
開催場所

委
出

員
人
警

席
察
人
そ

者 の
他

開 催 内 容 備 考



新旧対照表

新 旧

１～３ 略 １～３ 略

４ 協議会の運営 ４ 協議会の運営

(1) 会議の開催 (1) 会議の開催

ア～ウ 略 ア～ウ 略

(2) 協議会運営上の留意事項 (2) 協議会運営上の留意事項

ア 協議会の庶務 ア 協議会の庶務

協議会の庶務は、各警察署警務課ま 協議会の庶務は、各警察署警務課が

たは警務会計課が担当すること。 担当すること。

イ～エ 略 イ～エ 略

オ 議事録の作成、確認及び保管 オ 議事録の作成、保管及び確認

会議開催の都度、警察署協議会議事 会議開催の都度、警察署協議会議事

録（別記様式４）（以下「議事録」と 録（別記様式４）（以下「議事録」と

いう。）を作成し、協議会会長の確認 いう。）を作成し、協議会会長の確認

を得て庶務が保管すること。 を得て庶務が保管すること。

なお、協議会会長に確認を得た際に なお、協議会会長の確認は、議事録

は、議事録の会長確認欄の□にチェッ の会長確認欄に押印を受け、協議会会

クを記載して、協議会会長が確認した 長が確認したことを明確にすること。

ことを明確にしておくこと。

(3) 協議会の開催状況の公表等 (3) 協議会の開催状況の公表等

ア 略 ア 略

イ 議事概要の公表 イ 議事概要の公表

議事概要については、個人のプライ 議事概要については、個人のプライ

バシーに関する部分を除き、協議会の バシーに関する部分を除き、協議会の

了承を得た上で、内容を検討し、速や 了承を得た上で、内容を検討し、速や

かに警察署ホームページに公表するこ かに警察署ホームページに公表するこ

と。 と。

なお、発言者氏名については、会議 なお、発言者氏名については、会議

における自由な意見交換を考慮し、原 における自由な意見交換を考慮し、原

則非公表とするが、公表する場合は委 則非公表とするが、公表の必要が生じ

員の了解を得ること。 る場合は委員の了解を得た上で氏名の

公表を行うこと。

ウ 略 ウ 略

５ 協議会代表者会議の開催 ５ 協議会代表者会議の開催

(1) 協議会代表者会議の開催 (1) 協議会代表者会議の開催

各協議会の運営について、協議、情報 各協議会の運営について、協議、情報

交換等を行うため、年度内に１回各協議 交換等を行うため、年１回各協議会の会

会の会長又は代表者の出席による協議会 長又は代表者の出席による協議会代表者

代表者会議（以下「代表者会議」という。） 会議（以下「代表者会議」という。）を

を開催する。 開催する。

(2) 略 (2) 略

６～７ 略 ６～７ 略



別記様式１ 別記様式１

別記様式２ 別記様式２



別記様式３ 別記様式３

別記様式４ 別記様式４


